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日本神経生理検査研究会<内規３> 
 

日本神経生理検査研究会メ－リングリスト利用規約 
 
１．目的 
日本神経生理検査研究会（以下：本会）メ－リングリスト（以下：ＭＬ）は、会員相互の親睦を深め、横の繋

がりを重視し円滑な情報交換を図ることにより、神経生理検査全般の教育や研究活動のさらなる充実や活性化

を目的として開設・運営しています。 
 
２．運営と管理 
１）ＭＬの運営に関する実務は本会のインターネット委員会と事務局が担当し、執行部および評議員会が必

要に応じて管理と監査を行うものとする。 
２）本 ML は、本会に入会した会員のみに限定した閉鎖的 ML であり、登録されたアドレスへのみ配信され、

投稿も登録アドレスのみ可能である。会員であっても非登録アドレスはエラーとなる。 
 

３．メ－リングリストの種類 
１）神経 ML（学術・情報交換用で運用されている） 

（１）アドレス名は、「nerve@umin.ac.jp」であり投稿文の先頭には[nerve:××××××]が付与される。 
（２）常時運営され、学術的な質問疑問や相談や研修会などの広報や有益な情報や話題提供など本会の目

的に沿ったアットホーム的な投稿内容とする。 
２）運営 ML（総会や研修会や事務連絡専用として運営されている） 
（１）アドレス名は、「SSKK-workshop@umin.ac.jp」であり投稿文の先頭には[soukai:×××××]  
     や[nerve-ws:×××××]などが付与される。目的によって先頭文字は変更あり。 
（２）運営 ML は常時運用されるものではなく、主として本会の定例電子総会開催開始からおおむね 
    ３ケ月間の運用とする。 
（３）総会時の議案書案や運営に対する意見や質問・疑問等や執行部回答等の投稿内容とする。 
（４）投稿マナーとして署名ありが望ましいが、自由意見として匿名でも投稿を考慮する。 
（５）運用期間外の事務連絡などは事務局へ直接メールを送信すること。 

 
３．ML 登録 
１）本会への入会申込をされた時点で、本規約に同意されたものとし、上記の２つのＭＬに申込時のメー  
    ルアドレスをＭＬに新規登録する。 
２）登録するメールアドレスは、できるだけ会員個人にのみ配信されるアドレスが望ましく、職場での共用 
    アドレスは避けること。 
３）なお、本会への入会は入会費および年会費を納入した時点で正会員となるが、本 ML 登録は会費納入時 
    点の情報が事務局に伝達されるまでのタイムラグがあるため、会費納入前の仮会員の時点で登録を行う。 
４）登録はおおむね１週間以内に完了し、登録完了後、事務局より新会員（仮）紹介と登録運用テストを兼 
    ねて、「支部名、所属、氏名、メールアドレス」を神経ＭＬに広報する。 
 

４．ML への投稿の一般的ルールとマナー 
１）発言には責任を持ち、所属氏名等の形式で誰が発信しているのかを明記すること。 
２）新会員（仮）は ML 配信確認を兼ねて、まず簡単な所属氏名を含む自己紹介メールを投稿すること。 
３）新しいテーマでの発言の場合は，返信機能を使わず，タイトルを編集して投稿すること。 
４）同一タイトルで返信を繰り返すとタイトル名に［Re:RE:re:Re:・・・・・］と「R：タイトル」が長文 
    化し、また前文の引用を繰り返すと本文が長文となり大変読みにくい文章となるので適切にカットして 
    投稿してください。 
５）投稿文は極力プレーンテキストを用い、機種依存文字（半角カタカナ、アラビア数字、丸括弧数字等） 
    の入ったメールを送らないこと。 
６）添付ファイルは原則禁止であるが、神経生理検査の性格上波形や図や PDF を用いた説明がより明確に 
    伝わる場合にはこの限りではない。 
７）添付ファイルの容量の目安は、上限 2MB までとする。 
   添付ファイルは投稿者の責任で念入りにウィルスチェック行うこと。 
８）登録者はウィルス対策ソフト等のウィルス対策を行い、定期的にウィルスチェックや更新を行なうこと。 
９）ML 内では敬称（〇〇先生や御侍史等）は使わず、すべて親しみを込めて『〇〇さん』で呼びかけてく 
    ださい。ただし最低限の礼節は守ってください。 
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10）ML 宛の投稿を，誤って個人宛アドレスに送信しないよう注意すること。 
11）個人宛メールを誤って ML アドレスに送信しないよう投稿前に再確認すること。 
    もし誤って私信を ML に投稿された場合は直ちに謝罪と本文無視の旨を ML に投稿してください。 
12）一度 ML に配信され拡散されたメールは管理者は削除できません。 
13）会員にとり有益と思われる WEB ページの URL を紹介される場合は，安全性を確認の上ご紹介くださ 
    い。 
14）本 ML で得た情報の引用や転載は、投稿者の許可を必要とする。 
    有用な情報として外部に回覧してもよいと投稿者が判断するものは、投稿記事に「転載、引用可」と明  
    示するものとする。「転載、引用可」と明示された情報の転載・引用については投稿者の了解は必要と 
    しない。 
15）外部からのメールの転送、情報の引用・転載・紹介については、著作権のみならずプライバシー等を侵 
    害する可能性が高いのでそのようなことがないように十分注意してください。ML への転送・引用・転 
    載・紹の場合は各自の責任で必要な手続を取ってください。 

 
５．禁止事項 
投稿内容について検閲は行なっておらず，作成文章がそのまま投稿される。 
以下の発言・事項・行為は禁止とし、会員はこれを遵守し健全な ML 運営にご協力ください。 
１）本 ML で知り得た情報を投稿者に無許可で非会員に漏洩・閲覧・配布する行為 
２）公序良俗、法令に違反するまたは違反するおそれのある発言 
３）犯罪的行為に結びつく発言 
４）会員や第三者の財産、プライバシーを侵害する発言 
５）会員や第三者に被害や不利益を与える発言 
６）会員や第三者を誹謗、中傷する発言 
７）本 ML の趣旨から外れた商業利用の宣伝と思える発言 
８）特定の宗教や政治団体への勧誘に類する発言 
９）ウィルス情報や煽動的な疾病や災害や事故情報等に類するチェーンメールの発言 
10）ML 上の運営を意図的に妨害する発言 
11）商業利用、高額セミナー、利益相反を伴う（学術的中立性に関わる）営利目的の投稿 
12）その他、人種差別、偏見、嫌がらせ、中傷、誹謗、罵倒、脅し、わいせつ、その他本メーリングリスト  
    を閲覧した会員に不快感や嫌悪感を与えるような発言 
13）各項で事務局または執行部が一般常識として不適当と判断する発言 

 
６．登録抹消と本会退会 
１）所属変更や退職やアドレス変更などの理由により使用不可となった会員アドレスは、配信不可メールが 
    管理者に連絡されるので、１ケ月の猶予期間後に本人への確認連絡なしに登録抹消します。 
２）使用不可となったアドレスがあれば、速やかに有効な個人アドレスを事務局まで連絡すること。 
３）本会への希望退会や会費滞納による自動退会となった会員アドレスは登録抹消します。 
４）思い違い・失念・過失・故意を問わず上記のマナーや禁止事項に抵触すると思える発言があれば、管理 
    者は注意（イエローカード）、警告（レッドカード）を与えることができる。 
５）故意・過失を問わず、管理者の注意に従わず「禁止事項」に抵触するメールを繰り返し投稿するなど、 
    迷惑行為を行ったときは投稿一時停止や登録抹消さらに本会からの退会措置をとる場合がある。 
６）その他、事務局が必要と認め、執行部もしくは評議員会にて承認を得た時は退会措置をとる場合がある。 
 

７．免責事項 
１）ML に投稿された発言の文責は、原則として投稿者自身が負います。 
２）投稿された発言から得られた情報の利用およびそれに基づく結果は、会員各自の責任で行ってください。 

     投稿内容に明確な事実誤認等が確認されれば、事務局からその旨アナウンスすることはあり得ますが、 
    その義務は負いません。 
３）ML 登録者のパソコンによるウィルス感染が原因でプライバシーや業務上の秘密が ML 上に配信された 
    場合でも、その結果を本会や事務局は一切責任を負いません。 
 

８．その他 
 このメーリングリストは大学病院医療情報ネットワーク研究センタ－(通称：UMIN）を利用して運営して

います。UMIN のサーバー段階でウィルスは除去されることになっているため、おおよそウィルス付きのメ

ールが配信される心配はないものと考えています。ウィルス付きのメールが投稿された場合には、「virus alert
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のメール」が配信されますので、万が一の場合には注意してください。また、サーバーの保守管理により配信

停止の日もあるので承知ください。 
 
９．本規約の制定および改定 
１）本会の神経 ML は、2002 年の会則制定に伴い、投稿マナーとしての心得を本会ホームページ上にて公 
    表していた。運用 ML は 2019 年度に試運転を行い 2020 年度からの利用を準備している。 
２）会員相互のアットホーム的な情報交換の場として運営されてきたが、近年会員数の増加も著しくなり、 
    やはり成文化された＜メ－リングリスト利用規約＞を定めておくことも必要と考えられた。 
３）本規約を 2020 年度総会に諮り承認されれば、総会終了後正式に 
    ＜日本神経生理検査研究会-内規［３］>  として制定する。 
４）本規約の訂正、追加、変更等は執行部で協議し評議員会にて承認を受けるものとする。 

 

付則 本内規は、2020 年度通常総会にて承認され、2020 年（令和２年）6 月 16 日より運用を開始する。 
 


